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⼤阪府富⽥林市 富⽥林市インターネット上の誹謗中傷や差別等の
⼈権侵害のない社会づくり条例

令和6年6⽉28⽇公布 令和6年7⽉1⽇施⾏

兵庫県たつの市 たつの市インターネット上の誹謗中傷や差別等の
⼈権侵害のない社会づくり条例

令和6年6⽉28⽇公布 令和6年6⽉28⽇施⾏

⾹川県坂出市 坂出市インターネット上の誹謗中傷等の防⽌
に関する条例

令和6年10⽉1⽇公布 令和6年10⽉1⽇施⾏

愛媛県伊⽅町 伊⽅町差別のない⼈権尊重の町づくり条例 令和7年3⽉17⽇公布 令和7年4⽉1⽇施⾏

兵庫県 インターネット上の誹謗中傷、差別等による
⼈権侵害の防⽌に関する条例

令和7年12⽉15⽇公布 平成8年1⽉1⽇施⾏

⿃取県 ⿃取県⼈権尊重の社会づくり条例

⿃取県⼈権尊重の社会づくり条例の⼀部を改正する条
例

平成8年7⽉9⽇公布

令和7年12⽉25⽇改正公
布

平成8年8⽉1⽇施⾏
令和3年4⽉1⽇改正施⾏
令和8年1⽉25⽇改正施⾏

（群⾺県条例）

〇 群⾺県条例は、令和２年１２⽉に、インターネット上の誹謗中傷等による被害者の⽀援等を⽬的として、令和２年１２⽉に制定
された。インターネット上の誹謗中傷等に対する被害者の⽀援や被害の防⽌を定めるものとしては、全国最初の条例である。

〇 前⽂において、「社会全体のゲームチェンジャーとなったインターネットにも光と闇がある。例えば、匿名性や不特定多数性
等、その特性に由来する誤った情報や嫌がらせによる⾵評被害、悪⼝等を⾔いふらし他⼈の名誉や感情を傷つける誹謗(ひぼう)中
傷、プライバシー侵害等が安易に⾏われ、いじめの温床となる等の問題が世界各地で深刻化している。」とし、「今こそ、表現の⾃
由に配慮しつつ、県⺠をインターネットの負の側⾯から守るための必要な対策を講じていく必要がある。」としたうえで、「イン
ターネット上で発信された情報により傷つけられた被害者への⽀援に関する基本的施策を明らかにし、展開することにより、県⺠が
被害者にも加害者にもなることなく、⾃由かつ活発に情報を収集し、発信することができる社会、すなわち、誰もがインターネット
の恩恵を享受できる、安全で安⼼な社会を実現することを⽬指し、この条例を制定する。」としている。

〇 ⽬的（１条）、定義（２条）、県の責務（３条）、県⺠の役割（４条）、連携協⼒（５条）、基本的施策（６条）、相談体制
（７条）、インターネットリテラシーの向上（８条）、県⺠の理解の増進（９条）、財政上の措置（１０条）の１０条から構成され
ている。

〇 「誹謗中傷等」を「インターネット上において、誹謗中傷、プライバシーの侵害等当該者の権利を侵害する情報（以下この項に
おいて「侵害情報」という。）、侵害情報に該当する可能性のある情報⼜は侵害情報には該当しないが当該者に著しい⼼理的、⾝体
的若しくは経済的な負担を強いる情報を発信すること」、「被害者」を「誹謗中傷等により平穏な⽇常⽣活⼜は経済活動等を害され
た者」、「⾏為者」を「被害者を発⽣させた者」、「インターネットリテラシー」を「インターネットの利便性、危険性及び基本的
なマナーを理解して、正しく情報を取捨選択し、適正な情報を発信し、及びインターネット上のトラブルを回避してインターネット
を正しく活⽤する能⼒」と定義づけている（２条）。

〇 本条例は、インターネット上の誹謗中傷等を県⺠に対して禁⽌することを明⽂化はせず、その被害者の⽀援等に関する施策を推
進することを規定している。

 県の責務（３条）及び県⺠の役割（４条）を定め、県が取り組む基本的施策として、① 被害者の⼼理的負担の軽減を含めた相談
体制の整備、② 県⺠の年齢、⽴場等に応じたインターネットリテラシーの向上に資する施策、③ その他被害者を⽀援するための施
策及び⾏為者を発⽣させないための施策を掲げた（６条）うえで、相談体制の整備（７条）、インターネットリテラシーの向上（８
条）等について具体的な規定を置いている。

〇 本条例の内容等については、群⾺県ＨＰ「インターネット上の誹謗中傷等の被害者⽀援等に関する条例」及び⾃治体法務研究２
０２１年春号ＣＬＯＳＥＵＰ先進・ユニーク条例「群⾺県インターネット上の誹謗中傷等の被害者⽀援等に関する条例」を参照され
たい。

（群⾺県条例に続いて制定された条例）

〇 ⼤東市条例は、議員提案により制定され、「インターネット上の誹謗中傷等の防⽌及び被害者⽀援に関して、市の責務並びに市
⺠及び議会の役割を明らかにするとともに、これらの施策の基本となる事項を定めることにより、これを推進すること」（１条）を
⽬的としている。

 ⽬的（１条）、定義（２条）、市の責務（３条）、市⺠の役割（４条）、議会の役割（５条）、連携協⼒（６条）、基本的施策
（７条）、インターネットリテラシーの向上（８条）、相談⽀援体制（９条）、市⺠の理解の増進（１０条）の１０条から構成され
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ているが、群⾺県条例とほぼ同様の内容を有している。議会の役割に関する規定（５条）を置いている。

 本条例の内容等については、⼤東市ＨＰ「⼤東市インターネット上の誹謗中傷等の防⽌及び被害者⽀援に関する条例が施⾏されま
した」を参照されたい。

〇 渋川市条例は、「インターネット上の誹謗中傷等の防⽌及び被害者の⽀援に関して、市の責務及び市⺠等の役割を明らかにする
とともに、施策の基本となる事項を定めることにより、これを推進すること」（１条）を⽬的としている。

 ⽬的（１条）、定義（２条）、市の責務（３条）、市⺠等の役割（４条）、連携協⼒（５条）、基本的施策（６条）、インター
ネットリテラシーの向上（７条）、相談⽀援体制（８条）、市⺠の理解の増進（９条）、財政上の措置（１０条）及び委任（１１
条）の１１条から構成されているが、群⾺県条例及び⼤東市条例とほぼ同様の内容を有している。

 本条例の内容等については、渋川市ＨＰ「渋川市インターネット上の誹謗中傷等の防⽌及び被害者⽀援に関する条例について」を
参照されたい。

〇 愛知県条例は、⼈権尊重の社会づくりに関する条例であるが、インターネットを利⽤して情報を発信する者の表現の⾃由を不当
に侵害しないように留意しつつ、インターネット上の誹謗中傷等（インターネットを利⽤した情報の発信で、誹謗中傷、プライバ
シーの侵害その他の⼈権を侵害すること）を未然に防⽌するために必要な教育、啓発その他の施策や被害者の⽀援を図るために必要
な施策その他の施策を講ずる旨規定している（７条）。

 本条例の内容等については、愛知県ＨＰ「愛知県⼈権尊重の社会づくり条例」を参照されたい。

〇 ⼤崎上島町条例は、議員提案により制定され、「インターネット上の誹謗中傷等の防⽌及び被害者⽀援に関して、町の責務並び
に町⺠及び議会の役割を明らかにするとともに、これらの施策の基本となる事項を定めることにより、これを推進する」（１条）を
⽬的としている。

 ⽬的（１条）、定義（２条）、町の責務（３条）、町⺠の役割（４条）、議会の役割（５条）、基本的施策（６条）の６条から構
成されている。

〇 ⼤阪府条例は、令和４年３⽉に議員提案により制定された（令和４年４⽉１⽇施⾏）。「インターネット上の誹謗中傷等の⼈権
侵害を防⽌し、府⺠の誰もが加害者にも被害者にもならないよう、府の責務及び府⺠の役割を明らかにするとともに、府の施策の基
本となる事項を定めることにより、これを推進すること」（１条）を⽬的とし、⽬的（１条）、定義（２条）、府の責務（３条）、
議会の責務（４条）、府⺠の役割（５条）、連携協⼒（改正前６条）、基本的施策（改正前７条）、インターネットリテラシーの向
上（改正前８条）、被害者の相談⽀援体制（改正前９条）、⾏為者等の相談⽀援体制（改正前１０条）、府⺠への啓発（改正前１１
条）、財政上の措置（改正前１２条）について規定を置いていた。

  条例附則２項の規定に基づき令和４年５⽉に設置された「⼤阪府インターネット上の⼈権侵害の解消に関する有識者会議」の「
取りまとめ（令和５年３⽉１７⽇）」を踏まえ、知事提案により、令和５年１０⽉⼀部改正された（令和５年１０⽉３０⽇施⾏、⼀
部令和６年４⽉１⽇施⾏）。不当な差別的⾔動を「⼈種、⺠族、信条、性別、社会的⾝分、⾨地、障害、疾病、性的指向、性⾃認等
の共通の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせ等の⾔動⼜は当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助⻑し、若しく
は誘発すると判断できる⾔動」と定義づけ（２条１号）、事業者の責務を新たに定める（改正後６条）とともに、府は、「不当な差
別的⾔動に係る侵害情報があることが明らかであり、当該侵害情報による被害者からの申出があったときその他必要があると認める
ときは、特定電気通信役務提供者（・・・）に対する当該侵害情報に対する削除の要請⼜は国その他の関係機関に対する当該侵害情
報の通報を⾏うことができる。」（改正後１２条）とし、削除要請等を⾏ってもなお「当該侵害情報が削除されない場合で、当該侵
害情報を発信し、⼜は拡散した者が明らかであり、必要があると認めるときは、その者に対し、当該侵害情報の削除に向けた説⽰⼜
は助⾔を⾏うことができる。」（改正後１３条）としている。

 本条例の内容や⼤阪府の取組み等については、⼤阪府ＨＰ「⼤阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の⼈権侵害のない社会づ
くり条例」及び⼤阪府ＨＰ「インターネットと⼈権」を参照されたい。

〇 江⼾川区条例は、議員提案により制定され、「インターネットにおいて特定個⼈の権利が侵害される情報（以下「権利侵害情
報」という。）が多く流通している状況に鑑み、江⼾川区（・・・）が、インターネットの利⽤に関する啓発、教育、相談等の施策
を総合的に実施することにより、インターネットの健全利⽤を促進し、もって、江⼾川区⺠（・・・）の権利の擁護に資すること」
（１条）を⽬的とする。

 ⽬的（１条）、基本理念（２条）、区の責務（３条）、区⺠の責務（４条）、事業者の責務（５条）、委任（６条）の６条から構
成されている。

 誹謗中傷との⽤語は使⽤していないが、区⺠の責務として「インターネットにおいて情報を流通過程に置くときは、他⼈の権利を
侵害しないよう努めなければならない。」（４条１項）等と規定し、また、区の責務として「区⺠のインターネットリテラシーの向
上を図るとともに、健全利⽤の促進及び権利侵害情報の流通によって⾃⼰の権利を侵害された区⺠の⽀援をするための施策を策定
し、及び実施する責務を有する。」（３条１項）と規定している。

 本条例の内容等については、江⼾川区ＨＰ「江⼾川区インターネット健全利⽤促進条例」を参照されたい。

〇 三重県条例は、⼈権尊重の社会づくりに関する条例であるが、「⼈権侵害⾏為」を「不当な差別、いじめ、虐待、プライバシー
の侵害、誹謗中傷その他の他⼈の権利利益を侵害する⾏為（インターネットを通じて⾏われるものを含む。）」（２条３号）と定義
づけたうえで、インターネットを通じて⾏われる⼈権侵害⾏為を防⽌するため、特定電気通信役務提供者の責務（８条）を規定する
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とともに、県はモニタリング、インターネット上での⼈権啓発、インターネットの適切な利⽤に関するリテラシーの向上を図るため
の教育及び啓発その他の必要な措置を講ずる（２３条）としている（１３条）。

 本条例の内容等については、三重県ＨＰ「差別を解消し、⼈権が尊重される三重をつくる条例が制定されました」を参照された
い。

〇 和泉市条例は、議員提案により制定され、「インターネット上の誹謗中傷等の⼈権侵害を防⽌し、市⺠の誰もが加害者にも被害
者にもならないよう、市の責務並びに市⺠及び議会の役割を明らかにするとともに、これらの施策の基本となる事項を定めることに
より、これを推進すること」（１条）を⽬的としている。

 ⽬的（１条）、定義（２条）、市の責務（３条）、市⺠の役割（４条）、議会及び議員の役割（５条）、連携協⼒（６条）、基本
的施策（７条）、インターネットリテラシーの向上（８条）、相談⽀援体制（９条）、市⺠の理解の増進（１０条）の１０条から構
成されている。

 本条例の内容等については、和泉市ＨＰ「「和泉市インターネット上の誹謗中傷や差別等の⼈権侵害のない社会づくり条例」につ
いて」を参照されたい。

〇 佐賀県条例は、⼈権尊重の社会づくりに関する条例であるが、「何⼈も、不当な差別、いじめ、虐待、プライバシーの侵害、誹
謗中傷その他の他⼈の権利利益を侵害する⾏為（インターネットを通じて⾏われるものを含む。以下「⼈権侵害⾏為」という。）を
してはならない。」（７条１項）としたうえで、⼈権侵害⾏為に対する知事の助⾔・説⽰・あっせん、勧告、意⾒聴取、勧告状況の
報告（９条〜１２条）等について規定している。

 併せて、「インターネット上の誹謗中傷等」を「インターネットを利⽤して、プライバシーの侵害に該当する情報、誹謗中傷に該
当する情報その他の他⼈の権利利益を侵害する情報⼜は⼈権侵害⾏為を助⻑し、若しくは誘発する情報（以下「⼈権侵害情報等」と
いう。）を発信すること」（１３条１号）と定義づけたうえで、県は、インターネット上の誹謗中傷等の防⽌のための教育及び啓発
に取り組む（１３条１号）とするとともに、インターネット上の誹謗中傷等が⾏われた場合で必要があると認められる場合には、⼈
権侵害情報等の送信を防⽌する措置を講ずる権限を有する者等に対して⼈権侵害情報等の削除に向けた必要な措置を講ずる（１３条
２項）としている。

 本条例の内容等については、佐賀県ＨＰ「「全ての佐賀県⺠が⼀⼈⼀⼈の⼈権を共に認め合い、⽀え合う社会づくりを進める条
例」を制定しました。」を参照されたい。

〇 ⼩郡市条例は、条例上、誹謗中傷の⽤語は使⽤されていないが、「インターネット上の⼈権侵害の防⽌及び被害者の⽀援に関し
て、市の責務及び市⺠の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、これを推進すること」（１条）
を⽬的としている。

 ⽬的（１条）、定義（２条）、市の責務（３条）、市⺠等の役割（４条）、連携協⼒（５条）、基本的施策（６条）、⼈権意識の
⾼揚及びインターネットリテラシーの向上（７条）、相談⽀援体制（８条）、委任（９条）の９条から構成されている。

 本条例の内容等については、⼩郡市ＨＰ「インターネット上の⼈権侵害」を参照されたい。

〇 沖縄県条例は、差別のない社会づくりに関する条例であるが、「インターネット上の不当な差別的⾔動その他の誹謗中傷に関す
る相談体制の整備その他の必要な施策を講ずる」（８条）としている。

 本条例の内容等については、沖縄県ＨＰ「沖縄県差別のない社会づくり条例」を参照されたい。

〇 ⻑野市条例は、議員提案により制定され、「インターネット上の誹謗中傷等の防⽌及び被害者等の⽀援等に関し、市の責務並び
に市⺠等及び議会の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、これを推進すること」（１条）を⽬
的としている。

 ⽬的（１条）、定義（２条）、市の責務（３条）、市⺠の役割（４条）、議会の役割（５条）、連携協⼒（６条）、基本的施策
（７条）、インターネットリテラシーの向上（８条）、相談⽀援体制（９条）、市⺠等の理解の増進（１０条）の１０条から構成さ
れている。

 本条例の内容等については、⻑野市ＨＰ「インターネットによる⼈権侵害」を参照されたい。

〇 ⼾⽥市条例は、「インターネット上の誹謗中傷等の防⽌に関して、市の責務及び市⺠等の役割を明らかにするとともに、施策の
基本となる事項を定めることにより、これを推進すること」（１条）を⽬的としている。

 ⽬的（１条）、定義（２条）、市の責務（３条）、市⺠等の役割（４条）、連携協⼒（５条）、基本的施策（６条）、委任（７
条）の７条から構成されている。

〇 さいたま市条例は、「インターネット上の誹謗中傷等の防⽌及び被害者の⽀援に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市⺠
等、事業者及び議会の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、インターネット上の誹謗中傷
等の防⽌及び被害者の⽀援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全ての市⺠等が、互いに思いやりを持ち、基本的⼈権
を尊重しつつ、インターネットの恩恵を享受できる、安全で安⼼な地域社会の実現に寄与すること」（１条）を⽬的としている。

 ⽬的（１条）、定義（２条）、基本理念（３条）、市の責務（４条）、市⺠等の役割（５条）、事業者の役割（６条）、議会及び
議員の役割（７条）、連携協⼒（８条）、インターネットリテラシーの向上（９条）、相談⽀援体制の整備（１０条）、広報及び啓
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発（１１条）、推進体制の整備（１２条）、財政上の措置（１３条）、委任（１４条）の１４条から構成されている。

 本条例の内容及び取組み等については、さいたま市ＨＰ「インターネットにおける⼈権侵害について」を参照されたい。

〇 唐津市条例は、⼈権尊重の社会づくりに関する条例であるが、「何⼈も、不当な差別、いじめ、虐待、プライバシーの侵害、誹
謗中傷その他の他⼈の権利利益を侵害する⾏為(インターネットを通じて⾏われるものを含む。以下「⼈権侵害⾏為」という。)をし
てはならない。」（６条１項）としたうえで、特にインターネット上の誹謗中傷等に対する措置として、「⼈権侵害情報等の送信を
防⽌する措置を講ずる権限を有する者等に対し市が⼈権侵害情報等の削除を要請することが必要と認めるときは、当該⼈権侵害情報
等の削除に向けた必要な措置を講ずるものとする。」（７条）と規定している。

 本条例の内容等については、唐津市ＨＰ「唐津市⼈権が尊重される社会づくり推進条例を制定しました」を参照されたい。

〇 伊賀市条例は、「インターネット上の誹謗中傷等の⼈権侵害を防⽌し、市⺠の誰もが加害者にも被害者にもならないよう、市及
び議会の責務並びに市⺠の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、インターネットを介した
⼈権侵害のない社会づくりを推進すること」（１条）を⽬的としている。

 ⽬的（１条）、定義（２条）、市の責務（３条）、議会の責務（４条）、市⺠の役割（５条）、連携協⼒（６条）、基本的施策
（７条）、インターネットリテラシーの向上（８条）、被害者等の相談⽀援体制（９条）、⾏為者等の相談⽀援体制の整備（１０
条）、削除の要請等（１１条）、市⺠への啓発（１２条）、施策の報告及び公表（１３条）、財政上の措置（１４条）、委任（１５
条）の１５条から構成されている。

 市は、インターネット上において、特定の市⺠若しくは当該市⺠により構成される集団⼜は市内の特定の地域に関する侵害情報が
あることが明らかであり、当該侵害情報による被害者等からの申出があったときその他必要があると認めるときは、特定電気通信役
務提供者に当該侵害情報の削除を要請し、⼜は国その他関係機関に当該侵害情報の通報を⾏うことができる（１１条）としている。

〇 富⽥林市条例は、「インターネット上の誹謗中傷等の⼈権侵害を防⽌し、市⺠の誰もが加害者にも被害者にもならないよう、市
の責務並びに市⺠及び議会の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、これを推進すること」
（１条）を⽬的としている。

 ⽬的（１条）、定義（２条）、市の責務（３条）、市⺠の役割（４条）、議会及び議員の役割（５条）、連携協⼒（６条）、基本
的施策（７条）、⼈権意識の⾼揚及びインターネットリテラシーの向上（８条）、相談⽀援体制（９条）、委任（１０条）の１０条
から構成されている。

 本条例の内容等については、富⽥林市ＨＰ「インターネット上の誹謗中傷や差別等の⼈権侵害のない社会づくり」を参照された
い。

〇 たつの市条例は、「インターネット上の誹謗中傷等の⼈権侵害を防⽌し、市⺠の誰もが被害者にも⾏為者にもならないよう、市
の責務及び市⺠の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、⼈権侵害のない社会づくりに資するこ
と」（１条）を⽬的としている。

 ⽬的（１条）、定義（２条）、市の責務（３条）、市⺠の役割（４条）、連携協⼒（５条）、基本的施策（６条）、市⺠への啓発
（７条）の７条から構成されている。

 本条例の内容等については、たつの市ＨＰ「たつの市インターネット上の誹謗中傷や差別等の⼈権侵害のない社会づくり条例の制
定」を参照されたい。

〇 坂出市条例は、「インターネット上の誹謗中傷等の防⽌に関して、坂出市（・・・）の責務および市⺠等の役割を明らかにする
とともに、施策の基本となる事項を定めることにより、これを推進すること」（１条）を⽬的としている。

 ⽬的（１条）、定義（２条）、基本理念（３条）、市の責務（４条）、市⺠等の役割（５条）、連携協⼒（６条）、基本的施策
（７条）、委任（８条）の８条から構成されている。

 本条例の内容等については、坂出市ＨＰ「坂出市インターネット上の誹謗中傷等の防⽌に関する条例」を参照されたい。

〇 伊⽅町条例は、差別のない⼈権尊重の町づくり条例であるが、インターネット上の誹謗中傷等の未然防⽌措置及び⽀援として、
インターネット上の誹謗中傷等を未然に防⽌するために必要な教育、啓発その他の施策及びインターネット上の誹謗中傷等による被
害者の⽀援を図るために必要な施策を講ずる（１２条）としている。

〇 兵庫県条例は、インターネット上の誹謗中傷、差別等による⼈権侵害の防⽌を⽬的とし、定義（１条）、県、県⺠、事業者及び
市町の責務（２条〜５条）を定め、啓発等（６条）、相談及び⽀援（７条）、⼈権侵害情報のモニタリング等（８条）、削除措置の
要請（９条）、指導⼜は助⾔（１０条）、削除措置の要請等の基準（１１条）、削除措置の要請等の状況の公表（１２条）及び⾏財
政上の措置等（１３条）を規定している。

 知事は、「特定個⼈若しくは集団⼜は県内の特定の地域に関する⼈権侵害情報が特定電気通信により流通していることが明らかで
あり、その流通によって⾃⼰の権利を侵害されたとする者からの申出があった場合（当該者が特定電気通信役務提供者に対し、削除
措置を講ずるよう申出を⾏ってもなお当該申出に係る削除措置が講じられていない場合に限る。）」や「集団⼜は県内の特定の地域
に関する⼈権侵害情報が特定電気通信により流通していることを把握した場合」は、特定電気通信役務提供者に対し、削除措置を講
ずるよう要請することができる（９条）とし、削除措置の要請や指導⼜は助⾔は、別に定める基準（インターネット上の誹謗中傷、
差別等による⼈権侵害の防⽌に関する条例に基づく削除措置の要請及び指導⼜は助⾔の実施に関する指針）により⾏う（１１条１
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項）としている。

 本条例の内容等については、兵庫県ＨＰ「インターネット上の誹謗中傷、差別等による⼈権侵害の防⽌に関する条例の制定につい
て」を参照されたい。

〇 ⿃取県条例は、⼈権尊重の社会づくりに関する条例であるが、「誹謗中傷、著しく拒絶的な対応、不当な差別的⾔動その他の⼼
理的外傷を与える⾏為」を「差別⾏為」の⼀つとして禁⽌し（７条１項１号）、こうした⾏為はインターネットを通じて⾏う⾏為を
含む（７条１項本⽂）としていた。

 令和８年１⽉２５⽇改正施⾏により、知事は、県⺠（⾃⼰に係る侵害情報であって⼈権相談窓⼝に相談した事案に係るものについ
て、知事に対して特定電気通信役務提供者⼜は発信者に侵害情報送信防⽌措置を講ずるよう要請することを求めた者）の権利が不当
に侵害されているにもかかわらず、特定電気通信役務提供者が侵害情報送信防⽌措置を講じていないと認めるときは、特定電気通信
役務提供者⼜は発信者に対して侵害情報送信防⽌措置を講ずるよう要請することができ（改正後８条の２第１項、第２項）、発信者
が要請に応じないときは命令をすることができ（同条３項）、さらに、命令に従わないときは、⽒名等を公表することができる（同
条４項）とするとともに、５万円以下の過料を科す（改正後１１条）としている。なお、勧告⼜は命令は、⼈権尊重の社会づくり協
議会の意⾒を聞いたうえで⾏う（改正後８条の２第２項、第３項）ものとしている。

(インターネット上の誹謗中傷に対する政府の対応)

〇 インターネット上の誹謗中傷への対応については、総務省は、令和２年９⽉に「インターネット上の誹謗中傷への対応に関する
政策パッケージ」を公表している。また、プロバイダ責任制限法における発信者情報開⽰のあり⽅等について検討を⾏うため、令和
２年４⽉に「発信者情報開⽰の在り⽅に関する研究会」を設置し、令和２年１２⽉ に「発信者情報開⽰の在り⽅に関する研究会 最
終とりまとめ」を公表している。

 令和３年４⽉２８⽇に特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開⽰に関する法律が⼀部改正され（令和３
年４⽉２８⽇改正公布、令和４年１０⽉１⽇改正施⾏）、インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害についてより円滑に被害
者救済を図るため、発信者情報開⽰について新たな裁判⼿続（⾮訟⼿続）を創設するなどの制度的⾒直しが⾏われることとなった
（総務省資料「プロバイダ責任制限法の⼀部を改正する法律（概要）」参照）。

 さらに、令和６年５⽉１７⽇に特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開⽰に関する法律の⼀部を改正す
る法律が制定され（令和６年５⽉１７⽇公布、令和７年４⽉１⽇施⾏）、⼤規模プラットフォーム事業者に対して、投稿削除申⼊へ
の迅速な対応、削除基準の策定・公表等が義務づけられ、法律名も「特定電気通信による情報の流通によって発⽣する権利侵害等へ
の対処に関する法律」と改められた（総務省資料「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開⽰に関する法
律の⼀部を改正する法律案の概要」参照）。

 インターネット上の違法・有害情報に対する総務省の対応については、総務省ＨＰ「インターネット上の違法・有害情報に対する
対応（情報流通プラットフォーム対処法）」を参照されたい。

〇 また、インターネット上の誹謗中傷が特に社会問題となっていることを踏まえ、その対処として、悪質な侮辱⾏為に厳正に対処
するため、令和４年６⽉１７⽇に刑法が⼀部改正され（刑法等の⼀部を改正する法律（令和４年６⽉１７⽇公布、侮辱罪の法定刑の
引上げに係る規定は令和４年７⽉７⽇施⾏））、侮辱罪の法定刑が「拘留⼜は科料」から「１年以下の懲役若しくは禁錮若しくは３
０万円以下の罰⾦⼜は拘留若しくは科料」に引き上げられた。

 なお、改正法案の審議の際、「政府は、第⼀条の規定の施⾏後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第⼆百三⼗
⼀条の規定の施⾏の状況について、同条の規定がインターネット上の誹謗（ひぼう）中傷に適切に対処することができているかどう
か、表現の⾃由その他の⾃由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を⾏い、その結果に
基づいて必要な措置を講ずるものとする。」（改正法附則３項）との規定が、修正により追加されている。改正法の内容について
は、法務省ＨＰ「刑法等の⼀部を改正する法律案」及び「侮辱罪の法定刑の引上げ Ｑ＆Ａ」を参照されたい。

(その他)

〇 インターネット上の誹謗中傷等の被害者⽀援・防⽌に関する条例については、岩崎忠「インターネット上の誹謗中傷等の防⽌対
策と条例⽴案のあり⽅（⼀）」及び「インターネット上の誹謗中傷等の防⽌対策と条例⽴案のあり⽅（⼆）」（⾃治研究１０１巻１
号及び同２号 令和７年１⽉及び同年２⽉）が詳しく論じている。

【その他の誹謗中傷に関する条例】

〇 まず、⽇本語として、「誹謗」は「そしること。悪⼝を⾔うこと。」、「中傷」は「無実のことを⾔って他⼈の名誉を傷つける
こと。」、「誹謗中傷」は「根拠のない悪⼝を⾔い、相⼿を傷つけること。」をいう（いずれも「広辞苑第７版」）。誹謗中傷の４
⽂字のうち、「誹」と「謗」は常⽤漢字ではない。
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〇 法律において「誹謗中傷」という⽤語が使⽤されているのは、上記の令和４年６⽉刑法改正の附則３項以外は、公職選挙法１４
２条の７の規定すなわち「選挙に関しインターネット等を利⽤する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗（ひぼう）中傷をする等
表現の⾃由を濫⽤して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利⽤に努めなければならない。」及びスポー
ツ基本法２９条１項の規定すなわち「国及び地⽅公共団体は、スポーツを⾏う者に対する、暴⼒、優越的な関係を背景とした⾔動で
あって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、性的な⾔動（性的な姿態を撮影する⾏為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿
態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律（令和五年法律第六⼗七号）第⼆条から第六条までの罪に当たる⾏為を含む。）、
インターネット上の誹謗（ひぼう）中傷等（次項において「暴⼒等」という。）によりスポーツを⾏う者の環境が害されることのな
いよう、必要な措置を講じなければならない。」がある。

 なお、誹と謗は常⽤漢字ではないため、公職選挙法、刑法ともに、「誹謗」の⽂字の上に「ひぼう」と振り仮名が付されている
（内閣法制局「法令における漢字使⽤等について」１(５)ア参照）。

〇 ⾃治体の条例においては、近年、「誹謗中傷」との⽤語を使⽤する条例が増加する傾向にある。

 誹謗中傷を使っている条例の種類としては、政治倫理条例、職員倫理条例（コンプライアンス条例、公益通報条例等を含む）、犯
罪被害者等⽀援条例、ヘイトスピーチに関する条例、新型コロナウイルスに関する条例、部落差別解消や⼈権尊重に関する条例など
である。以下、それらについて、具体例を⾒ることとする。

〇 まず、政治倫理条例においては、政治倫理基準において⼈を誹謗中傷する⾔動等を禁⽌する規定を置いている例がある。例え
ば、

愛知県岡崎市 岡崎市議会議員政治倫理条例 平成28年9⽉26⽇公布 平成28年10⽉26⽇施⾏

は、「差別的な取扱い⼜は⾔動、虐待、性的な⾔動、名誉⼜は社会的信⽤を低下させる⽬的でその者を誹謗中傷する⾔動その他の⼈
権侵害のおそれのある⾏為をしないこと。」（４条１項２号）と規定している。なお、政治倫理条例については、「政治倫理条例」
を参照されたい。

〇 次に、職員倫理条例（コンプライアンス条例、公益通報条例等を含む）においては、職員に対する不当要求⾏為として職員を誹
謗中傷するビラ等の配布を規定する例がある。例えば、

兵庫県丹波市 丹波市法令遵守の推進等に関する条例 平成29年3⽉13⽇公布 平成29年5⽉1⽇施⾏

は、「職員への嫌がらせの電話、誹謗中傷するビラ等の配布、⾃宅周辺での迷惑⾏為その他プライバシーを侵害し、⼜は不当な圧⼒
を与える⾏為」（２条１１号キ）と規定している。なお、職員倫理条例等については、「職員倫理、コンプライアンス、公益通報等
に関する条例」を参照されたい。

〇 ⾸⻑等や議員によるハラスメント防⽌条例においては、ハラスメントの定義に職員に対する誹謗、中傷を含める場合が少なくな
い。例えば、

東京都狛江市 狛江市職員のハラスメントの防⽌等に関する条例 平成30年7⽉4⽇公布 平成30年11⽉1⽇施⾏

は、「ハラスメント」の定義として「セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントその他の職員に対する誹謗、中傷、⾵評
の流布等により⼈権を侵害し、⼜は不快にさせる⾏為」（２条３号）と規定している。なお、⾸⻑等や議員によるハラスメント防⽌
条例については、「⾸⻑等や議員によるハラスメントに関する条例」を参照されたい。

〇 犯罪被害者等⽀援条例においては、⼆次的被害に関して規定を置いている例がある。例えば、

⼤分県中津市 中津市犯罪被害者等⽀援条例 平成30年3⽉30⽇公布 平成30年4⽉1⽇施⾏

は、「犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の無理解や⼼ない⾔動、インターネットを通じて⾏われる誹謗中傷、報道機関
による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、⾝体の不調、私⽣活の平穏の侵害、経済的な損失等の被害をい
う」（２条３号）と規定している。なお、犯罪被害者等⽀援条例については、「犯罪被害者⽀援に関する条例」を参照されたい。

〇 ヘイトスピーチに関する条例については、ヘイトスピーチの定義に関して規定を置いている例がある。例えば、

⼤阪市 ⼤阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例 平成28年1⽉18⽇公布 平成28年1⽉18⽇施⾏

は、「特定⼈等を相当程度侮蔑し⼜は誹謗中傷するものであること」（２条１項(２)ア）と規定している。なお、ヘイトスピーチに
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関する条例については「ヘイトスピーチに関する条例」を参照されたい。

〇 新型コロナウイルスに関する条例においては、感染者等に対する不当な差別的取扱いや誹謗中傷を禁⽌する規定を置いている例
が多い。例えば、

千葉県流⼭市 流⼭市新型コロナウイルス感染症対策条例 令和2年6⽉19⽇公布 令和2年6⽉19⽇施⾏

は、「市⺠等は、新型コロナウイルス感染症にり患していること、⼜はり患している恐れがあること等を理由に、不当な差別的扱い
や誹謗中傷を⾏ってはならない。」（５条３項）と規定している。

 また、同じく新型コロナウイルスに関する条例として、

和歌⼭県 和歌⼭県新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等
対策に関する条例

令和2年12⽉24⽇公布 令和2年12⽉24⽇施⾏

は、条例名を「誹謗中傷等対策に関する条例」とし、「新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等が⾏われていることを踏ま
え、・・・新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等をなくすために必要な事項を定めることにより、新型コロナウイルス感染症
に係る誹謗中傷等が⾏われない社会を実現すること」（１条）を⽬的としている。

 新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等をインターネットを通じてまたは発⾔、落書き、張り紙その他の⽅法により⾏うこと
を禁⽌（３条）し、そのうえで、県は、誹謗中傷等を⾏った者に対して必要な説⽰をするとともに、誹謗中傷等を⾏わないことやイ
ンターネット上に投稿された情報を削除することを促し（８条１、２項）、これに従わない場合は勧告する（８条３，４項）等とし
ている。また、特定電気通信役務提供者は、インターネット上において誹謗中傷等が⾏われていることを確認したときは、当該情報
の送信を防⽌する措置を⾏う（７条３項）ものとしている。

 なお、新型コロナウイルスに関する条例については「新型コロナウイルスに関する条例」を参照されたい。

〇 部落差別解消や⼈権尊重に関する条例では、

和歌⼭県湯浅町 湯浅町部落差別をなくす条例 平成31年4⽉1⽇公布 平成31年10⽉1⽇施⾏

が、「差別⾏為」を「誤解や偏⾒に起因する個⼈若しくは不特定多数⼜は被差別部落等を対象とした⾔動、落書き等の部落差別と⾒
なされる誹謗中傷⾏為、就職⼜は結婚等を理由とする被差別部落の調査及びその他これらに類する⾏為」と定義づけている（２条５
号）。

 また、

島根県益⽥市 益⽥市差別のない⼈権尊重の社会づくり条例 令和6年12⽉17⽇公布 令和7年4⽉1⽇施⾏

は、「⼈権侵害⾏為」を「差別的⾔動、いじめ、虐待、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の他⼈の権利利益を侵害する⾏為」と
定義づけ、家庭、学校、職場、地域、インターネット上その他のあらゆる場所及び場⾯において、⼈権侵害⾏為を禁⽌している（７
条）。

 なお、部落差別解消や⼈権尊重に関する条例については「⼈権の尊重と差別の解消に関する条例」を参照されたい。

条例の動きトップに戻る

⼀般財団法⼈ 地⽅⾃治研究機構 〒104-0061 東京都中央区銀座7-14-16 太陽銀座ビル2階【アクセス地図】
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